
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第１６４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年１０月２１日（月） ０７時４３分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市富島港北方沖 

 富島港北防波堤灯台から真方位３４７°２,６４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３４.５′ 東経１３４°５５.６′） 

事故等調査の経過  平成２５年１１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 住
すみ

吉
よし

丸、４.９トン 

   ＨＧ３－３７０２４（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート 彩
さい

陽
よう

、５トン未満 

   ２６０－３６２６０兵庫、有限会社Ｔ・Ａサービス 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷ブルワークに擦過傷、船尾オーニングが破損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、漁場を変えるため、周囲を見て

Ａ船の針路上に航行の支障となる他船を見掛けなかったので、富島港

北方沖を約３ノットの対地速力で自動操舵によって北東進し、船尾甲

板で底びき網から漁獲物を取り外す作業を行っていたところ、衝撃を

感じ、Ｂ船と衝突したことに気付いた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、富島港北方沖で漂泊し、船長Ｂ

が、周囲の安全確認後、約３分間ほど操舵室で釣りの準備作業を行

い、準備作業を終えて前方を確認したところ、左舷前方約２０ｍに接

近したＡ船を認め、機関を全速力後進にかけ、また、舵を使用して衝

突回避動作をとったものの、平成２５年１０月２１日０７時４３分ご

ろＢ船の左舷船首部とＡ船の左舷船首部とが衝突した。 

両船は、自力で富島港に入港し、船長Ｂは、釣り針が左脹
ふくら

脛
はぎ

に刺

さって抜けなかったので、救急車で病院へ搬送されて治療を受けた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 



 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、富島港北方沖を自動操舵で北東進中、船長Ａが、周囲を見

てＡ船の針路上に航行の支障となる他船を見掛けなかったので、船首

方に他船はいないものと思い、船尾甲板で漁獲物の取り外し作業を行

っていたことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、富島港北方沖で漂泊中、船長Ｂが、釣りの準備作業を行っ

ていたことから、左舷前方約２０ｍに接近したＡ船を視認し、衝突回

避動作をとったものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、富島港北方沖において、Ａ船が自動操舵で北東進中、Ｂ

船が漂泊中、船長Ａが船尾甲板で漁獲物の取り外し作業を行い、ま

た、船長Ｂが釣りの準備作業を行っていたため、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時、見張りを適切に行うこと。 

 


